
一宮サッカー連盟 ２３年度大会要項 〔決定事項〕

1） ユニホームについて

＊　ユニホームが揃っていないチームは、棄権扱いにします。

＊　試合当日ユニホームが揃っていない試合は、練習試合にします。

＊　ユニホームが揃っていないチームは、一宮サッカー連盟事務局に自己報
　　告してください。（自己報告しないチームは、以下の罰則を与えます）

＊　２試合ユニホームが揃っていないチームは、自主脱退していただきます。
　　　（連盟登録費、個人登録費は返金しませんのでご了承ください）

2） 審判担当について

＊　審判担当チームは、審判服着用でお願いいたします。

＊　審判服着用せず審判を行っていたチームがありましたら連盟まで報告
　　してください。

（審判担当チームには、注意をしないでください。連盟で対処します）

＊　試合は成立させます。

＊＊　審判担当チームで、審判を行わなかったチームは一人\３０００円×３名
　　　\９０００円の罰金を徴収します。

（即審判費用を支払いしないチームは、自主脱退していただきますので了承してください）

＊審判担当者は、試合時間厳守でお願いいたします。

＊ 試合時間に遅れた審判担当チームは、2回で自主脱退していただきます。

＊ 審判担当で、審判をしなかったチームは即脱退していただきます。

　（審判担当チームもホームページ試合日程表に掲載します）

＊ 審判担当者以外で審判をお願いしたチームに審判料として1試合一人
　　\3000円支払います。

＊ 審判担当チームがいなかった場合は、審判委員長か競技委員長に連絡
　し、双方のチームより審判員を出せる場合は試合を始めてください。

（審判費用を後日支払います）

3） 一宮サッカー連盟選手登録証カードの提出について

＊　試合開始前に、必ず相手チームの選手登録証カードを双方のチーム

　　で確認してください。〔未登録者の出場の場合即除名、返金無し〕

＊　選手証カードを持参していない選手は試合に出場させないでくださ
　　い。（審判担当者が強い意志を持ってください）

　　カードがなく強引に試合に出場した場合は、審判担当者は試合を行い連
　　盟事務局に連絡してください。（その選手は即除名しますし、チームも処罰します）

＊　カード持参者が７名以下の場合は、練習試合扱いにします。
　　（棄権扱いとし、3－0のスコアにします）

＊　審判担当チームは、試合結果報告書の特記事項に必ず記入してください。



4） 試合ピッチ設営、後片付けについて

＊　設営、後片付けをしないチーム名を連盟事務局まで報告してください。

＊　２回作業を怠ったチームは、自主脱退していただきます。

＊　ピッチ設営チームは、試合開始 1時間 前に設営開始してください。

＊　ピッチ設営が遅れた場合は、2試合目の試合チームが連盟まで報告し
　　てください。〔競技委員長〕

＊　設営の遅れを発生させたチームは、毎回第1試合目に試合を組み込みます。

　　（それでも設営が出来ないチームは、連盟で判断し処罰します）

5） 試合結果報告書の提出について

＊試合当日試合結果報告書を、連盟事務局に提出してください。

ＦＡＸ送信可能　　（ＦＡＸ　0586-51-9922）

＊ホームページに試合結果を即掲載出来るように、ご協力をお願いいたします。

6） 試合開始時間に遅れたチームについて

試合開始時間に遅れたチームは、棄権扱いにします。

＊ 遅れて集まった場合は、試合時間内の残り時間内を練習試合にして行っ
　 てください。

＊ 試合開始時間に遅れ相手チームが了承しても公式試合と認めません。
　　（審判担当者は、試合報告書に明記してください）

＊ 試合開始時間とは、ピッチ中央に整列した時点です。
（相手チームがいなくても各チームで整列してください）

＊ ピッチ（雨天等）の関係で、試合開始時間が遅れている場合は、メールで
　 連絡します。

7） 連盟ホームページについて

＊　チーム紹介等を掲載したいチームは、チーム写真やコメントを連盟
　　まで提出してください。（メールも可能です）
　　連盟事務局に申しでてください。連盟担当者　広報委員長　野々垣　賢司

＊　 優勝、準優勝、3位チームは、チーム写真をホームページに掲載します。
　　　（都合の悪いチームがありましたら連盟まで連絡ください）

＊　 一宮サッカー連盟ホームページ社会人部門に、要望等がありましたら連
　　盟に連絡してください。

　 連盟に報告していただいた方の氏名は公表しません。一宮サッカー連盟の試合運営が

　向上し、楽しいサッカーが出来ますように、以上の項目のご協力をお願いいたします。





。


